
 

 

 葛飾区保育所の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

  令和５年12月14日 

 

                      葛飾区長 

 

葛飾区条例第78号 

 

 

   葛飾区保育所の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 葛飾区保育所の設置等に関する条例（昭和36年葛飾区条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 別表葛飾区渋江保育園の項を次のように改める。 

〃 渋江保育園 〃     東四つ木二丁目15番11号 

葛飾区子ども未来プラザ東四つ木内 

   付 則 

この条例は、令和６年１月９日から施行する。 


